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2023/01/20版 

  

JPTEC北海道 

 

JPTECインストラクターが有効期限満了後に資格更新を行う要領は、以下

のとおりです。 

 

【更新要件及び申請】 

インストラクターの有効期限の満了日までの過去２年間に２回以上コース

で指導をしていること。 

その場合、インストラクターの有効期限を２年間延長し、「会費納入」ボ

タンが表示されます。 

※満了日から4ヶ月の間に会費が納入されないと、Webシステムのインスト

ラクター資格が有効ではなります（4ヶ月以降は、会費が充当され次第有

効に戻ります）。 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19による JPTEC資格の特例措置 

（JPTEC協議会連絡調整委員会 議案 230109号 2024年 1月 17日承認） 

 

2020年 2月 29日現在において JPTEC インストラクターの資格を有する者及び

2020年 3月 1日以降に新たに JPTECインストラクターの資格を取得した者

は、2020年 2月 29日から登録された指定地域組織の代表が定める、コースが

適正に開催できると判断した日から起算して 6か月を経過した日の月末までの

間にインストラクターの資格有効期限満了日を迎える場合は、定款施行規則第 9

条第 4項に定めるコースの指導回数の要件を満たしているとみなす。 

本規定は 2025年 2月 28日までを期限とする 
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【会費納入方法】 

会費納入ボタンを以下のような画面が表示されますので、クレジットカー

ドによる決済を実行してください（更新料2，000円）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※更新の決済は1回の実行で2，000円に固定されているので、未納期間が

あると複数回必要となります。 

 

【認定証・委嘱状】 

会費が完納されると、「認定証・委任状（PDF）」ボタンに変わります

（未納期間が残っていると会費納入ボタンのまま）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダウンロードは資格有効期間何度も可能です。 
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【留意事項】 

１ インストラクター認定証の再交付に関する手数料は不要となりました。 

２ 「インストラクター登録の更新不履行における再登録制度」は廃止とな

りインストラクター有効期間内に会費を納入すれば、いつでも会員資格が

復活します。 

 

【インストラクター資格の特例延長制度】 

 登録の有効期間の特例延長は、下記の要領で、1 回または 2 回のコース指導

実績を付与することで資格を延長可能となる。 

 

 

主たる事由 事由消滅後の有効期間の残余 指導実績の付与 

「天災地変」によるコースの中止または中断 1 回 

「天災地変」による開催困難 

「妊娠・出産・育児・病気療

養・留学・長期海外出張」に

よる参加困難 

事由が継続し有効期限を迎えた 
更新に必要な実績 

(1 回または 2回） 

6 か月以上、１年未満 1 回 

6 か月未満 2 回 

上記以外の事由  連絡調整委員会で決議 


